
道
の
駅
が
お
買
い
物
市
場
に
！

「
黄
桜
の
里

軽
ト
ラ
市
」

市
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
、
野
菜
や

山
菜
、
屋
台
な
ど
が
ズ
ラ
リ
と
並
ん

だ
、
黄
桜
の
里
軽
ト
ラ
市
（
黄
桜
の

里
ひ
が
し
ゆ
り
活
性
化
委
員
会
主
催
）

が
、
５
月
28
日
に
道
の
駅
「
東
由
利
」

で
開
催
さ
れ
、
小
雨
が
降
る
、
あ
い

に
く
の
天
気
と
な
り
ま
し
た
が
、
約

１
，
５
０
０
人
の
人
出
で
賑
わ
い
ま

し
た
。

こ
の
日
は
20
店
が
出
そ
ろ
い
、
屋

台
の
お
い
し
そ
う
な
香
り
が
来
場
者

を
招
き
込
ん
だ
ほ
か
、
新
鮮
な
山
菜

や
青
果
物
、
雑
貨
日
用
品
な
ど
が
販

売
さ
れ
、
来
場
者
の
目
を
楽
し
ま
せ

て
い
ま
し
た
。

イ
ベ
ン
ト
で
は
、
稲
の
苗
を
バ
ケ

ツ
の
中
に
見
事
投
げ
入
れ
る
と
、
ぷ

れ
っ
そ
商
品
券
が
も
ら
え
る
「
早
苗

投
げ
大
会
」
が
行
わ
れ
、
苗
が
バ
ケ

ツ
の
中
に
入
る
と
、
一
斉
に
歓
声
が

沸
き
、
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
ま

し
た
。

ま
た
、
今
回
は
軽
ト
ラ
市
と
同
時

開
催
と
し
て
「
黄
桜
の
里
痛
車
フ
ェ

ス
２
０
２
３
」
が
道
の
駅
駐
車
場
の

一
角
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

「
痛
車
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
等
を
モ
チ
ー
フ
に
塗

装
や
装
飾
を
施
し
た
車
の
こ
と
で
、

今
回
は
総
勢
22
台
の
痛
車
が
道
の
駅

東
由
利
に
集
合
し
ま
し
た
。
来
場
者

は
、
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
痛
車
を
鑑
賞
し
た
り
、
撮
影
し
た

り
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
、
今
回
初
め
て
ミ
ニ
四
駆
レ
ー

ス
や
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
「
筒
け
ん

体
験
会
」
も
開
催
さ
れ
、
軽
ト
ラ
市

を
盛
り
上
げ
て
お
り
ま
し
た
。

※
こ
の
軽
ト
ラ
市
は
、
10
月
８
日

（
日
）
に
も
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
黄
桜
の
里
軽
ト
ラ
市
へ
是
非

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
産
業
建
設
課

69-

２
１
１
６
）

チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
２
０
２
３

を
開
催
し
ま
し
た

５
月
31
日
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
２

０
２
３
が
開
催
さ
れ
、
対
戦
相
手
な

し
の
オ
ー
プ
ン
参
加
に
も
関
わ
ら
ず
、

全
市
で
１
３
，
９
４
０
名
か
ら
参
加

報
告
が
あ
り
、
参
加
率
は
１
９
．
２

％
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
チ
ャ
レ

ン
ジ
デ
ー
事
業
は
今
年
で
最
後
と
な

り
ま
し
た
が
、
毎
月
の
ミ
ニ
チ
ャ
レ

ン
ジ
デ
ー
は
継
続
し
て
実
施
し
ま
す

の
で
、
運
動
習
慣
の
定
着
に
向
け
て

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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来場者の目を引いた痛車フェス

買い物を楽しむ来場者



第
４
回
香
楽
園
杯

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
大
会
開
催

第
４
回
香
楽
園
杯
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

大
会
が
５
月
27
日
に
開
催
さ
れ
、
県

内
各
地
か
ら
59
名
の
愛
好
者
が
集
ま

り
汗
を
流
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
絶

好
の
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
日
和
と
な
り
、

白
熱
し
た
プ
レ
ー
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た
。

今
年
で
４
回
目
と
な
る
香
楽
園
杯

は
、
こ
の
大
会
の
醍
醐
味
と
な
っ
た

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
算
出
す
る

「
ペ
リ
ア
方
式
」
を
採
用
し
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
自
身
の
順
位
が
予
想
し

づ
ら
い
た
め
、
順
位
発
表
時
に
は
会

場
内
が
ど
よ
め
き
と
歓
喜
で
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

大
会
結
果
は
次
の
通
り
で
す
。

※
敬
称
略
、
（

）
内
は
所
属
協
会

【
ペ
リ
ア
部
門
】

優
勝

吉
川

幹
子
（
大
仙
Ｐ
Ｇ
）

２
位

小
玉

玲
子
（
大
仙
Ｐ
Ｇ
）

３
位

佐
藤

房
子
（
一
般
）

【
グ
ロ
ス
部
門
】

優
勝

柴
田

あ
い
子
（
本
荘
Ｐ
Ｇ
）

２
位

小
松

睦
男
（
東
由
利
Ｐ
Ｇ
）

３
位

高
橋

市
郎
（
本
荘
Ｐ
Ｇ
）

親
子
農
作
業
体
験
を
開
催

東
由
利
Ｐ
Ｍ
会
（
小
野
優

代
表
）

が
主
催
す
る
親
子
農
作
業
体
験
が
６

月
３
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
あ
い

に
く
の
雨
の
中
で
し
た
が
、
７
組
23

名
の
親
子
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
枝
豆

の
苗
を
植
え
る
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
８
月
５
日
に
予
定

し
て
い
る
収
穫
作
業
を
楽
し
み
に
し

て
い
ま
し
た
。

稚
鮎
を
放
流
！

～
ま
も
な
く
鮎
漁
が
解
禁
～

晴
天
に
恵
ま
れ
た
６
月
５
日
、
高

瀬
川
に
お
い
て
、
子
吉
川
水
系
漁
業

協
同
組
合
に
よ
る
鮎
の
放
流
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

地
元
の
釣
り
団
体
「
高
瀬
川
ウ
ル

カ
の
会
」
の
会
員
ら
が
作
業
に
協
力

し
、
北
秋
田
市
森
吉
の
養
殖
場
で
育

て
ら
れ
た
約
130
㎏
の
稚
鮎
を
放
ち
ま

し
た
。
子
吉
川
水
系
の
鮎
漁
の
解
禁

は
、
７
月
１
日
で
す
。
遊
漁
券
を
お

求
め
の
う
え
、
お
楽
し
み
下
さ
い
。

東
由
利
分
団
消
防

訓
練
大
会
の
お
知
ら
せ

東
由
利
分
団
消
防
訓
練
大
会
が
総

合
支
所
駐
車
場
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

消
防
団
員
の
勇
姿
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

日
時

６
月
25
日(

日)

８
時
30
分
～
開
会
式

場
所

東
由
利
総
合
支
所
駐
車
場

※
前
日(

土)

か
ら
車
の
留
め
置
き
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

（
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
69-

２
１
１
０)

２

受賞された皆さん

放流された稚鮎

大会の様子

農作業を体験している様子



陶
芸
教
室
（2
回
目
）を

開
催
し
ま
す

日

時

【
昼
の
部
】
6
月
25
日
（
日
）

9
時
30
分
～
16
時

【
夜
の
部
】
7
月
5
日
（
水
）

６
日
（
木
）

各
17
時
～
20
時
30
分

場

所

東
由
利
陶
芸
工
房

（
道
の
駅
東
由
利
裏
）

対

象

中
学
生
以
上

定

員

各
部
10
人

※
釉
薬
、
完
成
引
き
渡
し
の
日
時
は
、

参
加
者
に
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

参
加
料

一
般
2
千
円

中
高
生
千

円
（
粘
土
２
㎏
込
み
）

用
意
す
る
物

タ
オ
ル
２
枚
・
汚
れ

て
も
い
い
服
装

申
し
込
み
・
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

69-

２
３
１
０

こ
と
ぶ
き
大
学
（第
53
期
）

を
開
催
し
ま
す

今
年
度
も
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
て
、
知
識
・
教
養
を
高
め
、
豊

か
な
暮
ら
し
を
目
指
す
講
座
と
し
て
、

第
53
期
こ
と
ぶ
き
大
学
（
令
和
5
年

度
）
を
開
催
し
ま
す
。

日

時

6
月
27
日
（
火
）

10
時
15
分
～
11
時
30
分

会

場

有
鄰
館

２
階

内

容

開
講
式
・
講
話
「
お
口
の

健
康
～
は
じ
め
よ
う
口
腔
ケ
ア
～
」

申
し
込
み
・
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

69-

２
３
１
０

※
65
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
ど
な

た
で
も
受
講
い
た
だ
け
ま
す
。

今
年
度
の
こ
と
ぶ
き
大
学
は
、
偶

数
月
に
5
回
開
催
し
ま
す
。
2
回
目

以
降
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

第
30
回
東
由
利
ゴ
ル
フ
大
会

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

▼
期
日

７
月
17
日
（
月
）

▼
会
場

羽
後
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部

▼
参
加
料

４
千
円

▼
申
込
等

７
月
３
日
（
月
）
ま
で

東
由
利
ゴ
ル
フ
協
会
小
野
さ
ん
へ

（
０
９
０-

７
０
６
５-

２
３
７
４
）

東
由
利
産
の
堆
肥
を

活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

東
由
利
舘
合
地
内
に
あ
る
東
由
利

堆
肥
セ
ン
タ
ー
で
は
、
東
由
利
地
区

の
畜
産
農
家
の
堆
肥
と
籾
殻
を
原
料

に
良
質
で
環
境
に
や
さ
し
い
肥
料
を

製
造
し
て
お
り
ま
す
。

家
庭
菜
園
や
花
壇
、
本
格
的
な
野

菜
の
作
付
け
に
も
適
し
て
い
る
完
熟

堆
肥
の
肥
料
で
す
。

自
然
に
や
さ
し
い
東
由
利
産
の

「
や
し
お
堆
肥
」
を
活
用
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

JA
中
央
部
営
農
セ
ン
タ
ー

22-

２
１
２
７

（
産
業
建
設
課

69-

２
１
１
６
）

ご
み
の
正
し
い
出
し
方
・
分
け
方

マ
ナ
ー
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
！

～
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
編
～

ペ
ッ
ト
１
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る

飲
み
物
や
調
味
料
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は

リ
サ
イ
ク
ル
収
集
し
ま
す
。
キ
ャ
ッ
プ
、

ラ
ベ
ル
を
外
し
、
中
身
を
全
部
出
し
て

水
洗
い
し
軽
く
つ
ぶ
し
て
か
ら
、
自
治

会
名
と
お
名
前
を
記
載
し
た
市
指
定
の

半
透
明
の
資
源
ご
み
袋
に
入
れ
て
、
収

集
日
に
集
積
所
に
出
し
ま
す
。

な
お
、
キ
ャ
ッ
プ
や
ラ
ベ
ル
は
燃
え

る
ご
み
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ペ
ッ
ト

１
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
や

工
作
な
ど
で
着
色
し
た
も
の
、
洗
剤
、

シ
ャ
ン
プ
ー
、
食
用
油
、
ソ
ー
ス
、
ド

レ
ッ
シ
ン
グ
、
医
薬
品
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
容
器
は
燃
え
る
ご
み
に
な
り
ま
す
。

（
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
69-

２
１
１
７
）

３

時（とき）を

紡（つむ）いで

４００年

輝く未来へ

由利本荘



不法投棄とは…

日常生活や事業活動に伴って生ずるごみを適正に処理せず、処理施設以外の場所（農地、空

き地、山林など）にみだりに捨てたり埋めたりする行為です。

不法投棄を目撃したら…

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、な
ど見かけたら警察に相談しましょう。

～相談する際のポイント～

・場所
・日時

・不法投棄の種類と量

・不法投棄者の特徴・人数
・車のナンバーや車種

※不法投棄者への注意や追跡等は大変危険ですので行わないでください。

※不法投棄をした人は、５年以下の懲役もしくは１，０００万円以下の罰金（または併科）
となります（未遂も処罰の対象です）。

不法投棄の処分は誰が行う？

不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者に撤去を要求しますが、投棄した者

が見つからなければ、廃棄物処理法第５条に基づき、管理者の責任によって自ら処分しなくて

はなりません。私道や私有地にごみを不法投棄されても、市が不法投棄物を撤去することはで
きません。

土地の占有者や管理者は不法投棄をされないよう、適切な管理を心がけ、日ごろから不法投

棄の防止対策を講じておきましょう。

※廃棄物処理法第５条…土地又は建物の占有者（占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。）

は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄を防止するには？

不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。自分の土地は定期

的に監視するほか、
・柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。

・整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけましょう。

・これまで何度も不法投棄されている場所には、看板を設置しましょう。

※敷地内などへ不法投棄された物を公共の場（道路や公園など）へ動かす行為も不法投棄と同

等の扱いになるのでやめましょう。

（市民サービス課６９－２１１７）

４

不法投棄は犯罪です！


